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会計監査人の状況

支　払　額

当事業年度に係る会計監査人に支払う報酬等の額 92百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額
92百万円

会計監査人の状況

①　会計監査人の名称　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、｢会社法｣に基づく監査と｢金融商品取引法｣に基づく監査の

報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の支払額にはそれらの合計額を記

載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画、従前の事業年度における職務状況、及び報酬見積もりの算出根

拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当と認め、会社法第399条及び定款第40条に

基づき同意を行いました。

3. 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、タイにおけるPE TAX

申告に必要な報告書の作成について対価を支払っております。

4. 当社の重要な子会社のうち、INABATA SINGAPORE (PTE.) LTD.についてはKPMG LLP、INABATA THAI CO., 

LTD.についてはKPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD.、INABATA SANGYO (H.K.) LTD.についてはKPMG HONG KONG、

SHANGHAI INABATA TRADING CO., LTD.についてはKPMG HUAZHEN、TAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD.につ

いては資誠聯合會計師事務所、INABATA AMERICA CORPORATIONについてはCBIZ CPAs P.C.の監査を受けて

おります。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解任事由に

該当する状況にあり、かつ改善の見込みがない等、解任が相当と認められる場合、も

しくは、監督官庁から監査業務停止処分を受けるなど、当社の監査業務に重大な支障

を来たす事態又はそのおそれが生じた場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計

監査人を解任いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適

正性及び信頼性が確保できないと認めた場合には、株主総会に提出する会計監査人不

再任に関する議案の内容を決定します。

（ 1 ）



2026/05/18 20:43:58 / 25302258_稲畑産業株式会社_招集通知

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

　（内部統制システムの体制整備の基本方針）

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムの体制整備の

基本方針を次のとおり定めております。

①　当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

イ.「社是」「経営理念：Mission」「目指す姿：Vision」「価値観：IK 

Values」を定める。

ロ.業務執行取締役又は執行役員を内部統制に係る責任者として任命し、内部

統制委員会を設置する。

ハ.業務執行取締役又は執行役員をコンプライアンスに係る責任者として任命

し、コンプライアンス委員会を設置する。

ニ.業務執行取締役又は執行役員を内部監査に係る責任者として任命し、内部

監査室を設置する。

ホ.業務執行取締役又は執行役員を個人情報保護に係る責任者として任命し、

個人情報保護法を遵守する体制を構築する。

ヘ.内部通報制度を構築し、コンプライアンスに違反する事実の発生における

報告を受付け、また内部通報者を保護する体制をつくる。

ト.取締役はコンプライアンスに違反する事実を発見した場合には直ちに取締

役会及び監査等委員会に報告する。

チ.監査等委員会はコンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があ

ると認めるときは、意見を述べるとともに、改善を求める。

リ.就業規則に服務規律及び懲戒に関する事項を定め、使用人の職務執行が法

令及び定款に適合することを確保する。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に関しては、取締役会において職務執行報告を行い、そ

の内容は取締役会議事録に記録し、適切に保存、管理する。また、職務執行に

係るその他の記録については、文書管理規程に基づき適切に保存、管理する。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の損失の危険に関して、個々の損失の危険(財務、法務、環境、品質、

与信、災害等のリスク)の領域毎に当該損失の危険に関する事項を統括する部

署が、それぞれの危険の管理(体制を含む)に関する規程を策定し、適切に運用

する。

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ.取締役会を原則として月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開

催する。

ロ.経営方針及び経営戦略に係る重要事項については取締役会への付議に先立

ち業務執行取締役及び特定の執行役員によって構成される経営会議、審査

会議等において議論を行う。

ハ.定款に取締役会での決議の省略(書面決議)を定め、効率化を図る。

ニ.取締役会の決議によって、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役

に委任することができる。

ホ.決裁基準を定め、権限の委譲をすることによって取締役の職務の執行の効

率化を図る。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

イ.当社の「社是」「経営理念：Mission」「目指す姿：Vision」「価値観：IK 

Values」について、当社グループのすべての役員及び使用人に周知徹底を

図る。

ロ.当社の業務執行取締役又は使用人を必要に応じて子会社の役員として派遣

する。

ハ.グループ会社管理規程に基づき、子会社に営業成績、財務状況その他の重

要な情報を当社へ定期的に報告することを義務付ける。また、子会社に生

じる重要な事項について、当社へ事前に申請し、承認を受けることを義務

付ける。

ニ.子会社を統括する組織を設置し、その経営を監督し、指導する体制を構築

する。

ホ.内部監査規程に基づき、子会社に対し内部監査を実施する。

ヘ.当社の内部通報制度について、子会社の役員及び使用人からも通報を可能

とする体制を構築する。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

イ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」とい

う。）を配置する。

ロ.補助使用人は、監査等委員会の指揮命令系統に服する。

ハ.補助使用人の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を得る。

ニ.補助使用人の選出に関しては、その経験・知見・行動力を十分に考慮す

る。

ホ.取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、補助使用人の

業務遂行を不当に制約しない。

⑦　監査等委員会への報告に関する体制

監査等委員会に対する報告体制を整備するために、次の内容を含む社内規程

を制定し、適切に運用する。

イ.当社グループの役員及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に関

する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

ロ.当社グループの役員及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすお

それのある事実については、適時に当社の監査等委員会に対して報告を行

う。

ハ.当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理、子会社

管理等を所管する部署は、定期的又は必要に応じて、当社の監査等委員会

に対する報告会を実施する。

ニ.当社の内部通報制度の担当部署は、当社グループの役員及び使用人からの

内部通報の状況について、定期的に当社の監査等委員会に報告する。

ホ.当社グループの役員及び使用人が当社の監査等委員会への報告を行ったこ

とを理由として、報告者に対して不利な取り扱いを行うことを禁止する。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ.代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、経営方針、当社が対

処すべき課題、当社を取り巻く重大なリスク、当社グループにおける内部

統制の整備・運用の状況、監査等の環境の整備状況、及び監査上の重要課

題について意見交換を行う。

ロ.監査等委員会がその職務の執行のために弁護士、公認会計士その他の社外

の専門家に対して助言を求める、又は調査、鑑定その他の事務を委託する

など所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査等委員会の

職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはでき

ない。

ハ.監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものとするため、内部監査

室と監査等委員会との緊密な連携を確保する体制とする。内部監査室は、

年度の内部監査の計画を策定し社長及び監査等委員会の確認を得る。計画

に重大な変更があった時も同様とする。内部監査室は、監査等委員会に対

して監査結果の報告を行い、監査等委員会から調査を求められた際、又は

具体的な指示を受けた際には、それに従うものとする。なお、内部監査室

は社長と監査等委員会の指示に齟齬がある場合は、監査等委員会の指示を

尊重する。

ニ.内部監査室の室長の任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を

得る。

ホ.内部監査規程及び内部監査実施規則の改廃は、監査等委員会の同意を得

る。

（内部統制システムの運用状況の概要）

当社は、内部統制システムの体制整備の基本方針に基づき、次のとおり運用し

ております。

①　当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

社長を委員長とするコンプライアンス委員会の下に、コンプライアンス、情

報セキュリティ、個人情報保護及び医薬品等の管理について、それぞれ部会を

設けるとともに、贈収賄等の腐敗行為を含む法令違反や組織的不正等の重大な

（ 5 ）
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

コンプライアンス抵触事案を主に取り扱う通報ルート（「コンプライアンスホ

ットライン」）と職場環境や人間関係のような案件について仲介や調整を通じ

て解決を図ることを目指す通報ルート（「なんでもお悩み相談室」）の２つか

ら成る内部通報制度を設置し、コンプライアンスに関わる情報をいち早く認識

し、対応できるようにしております。

また、稲畑産業コンプライアンス宣言及びコンプライアンスガイドラインな

どを制定して全社的な取組みを図っております。一方、内部統制システムを構

築、維持、推進していくために内部統制委員会を設けて内部統制の向上に取り

組むとともに、内部監査室が内部統制の評価や業務監査を実施することによっ

て、より高いレベルの内部統制が行われ、コーポレート・ガバナンスが徹底さ

れるようにしております。

②　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に関しては、取締役会において職務執行報告を行い、そ

の内容は取締役会議事録に記録しております。取締役会議事録及び職務執行に

係わるその他の記録については、文書管理規程とその細則に基づき、適切に保

存、管理しております。

③　当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　　当社の損失の危険に関して、コンプライアンス委員会の下に、コンプライア

ンス、情報セキュリティ、個人情報保護及び医薬品等の管理の部会を設け、内

部通報制度を設置するとともに、リスク管理室、業務推進室、財務経営管理

室、総務広報室が、それぞれの危険の管理に関する規程を策定し、適切に運用

しております。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

④　当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は社外取締役７名を含む12名で構成されており、2025年度は16回開

催しました。当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に常

務執行役員以上の執行役員によって構成される経営会議又は審査会議等におい

て議論を行い、その審議を経て取締役会において職務の執行の決定を行ってお

ります。

稟議規程、部門決裁に関する規則等の決裁権限に関する規程・規則等を定め

権限の委譲などによって取締役の職務の執行の効率化を図っております。

⑤　当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社グループにおいては、グループ会社管理規程に基づき、子会社は営業成

績、財務状況その他の重要な情報を当社へ定期的に報告しております。また、

子会社は重要な事項については、当社に事前に申請し、承認を受けたうえで実

施しております。

当社は、業務執行取締役、使用人を子会社の役員として派遣し、また財務経

営管理室が子会社を監督・指導しております。一方、内部統制を含む内部監査

が子会社を含め当社グループ全体として行われております。

当社が設置している内部通報制度は子会社にも周知しており、子会社から当

社への通報が可能となっております。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会の指揮命令系統に服する補助使用人を配置しております。

補助使用人の人事考課については、監査等委員会の同意を得ております。
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業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

⑦　監査等委員会への報告に関する体制

当社は監査等委員会に対する報告に関する規程を制定し、適切に運用してお

ります。

監査等委員会は取締役、執行役員、内部監査室その他の使用人等と意思疎通

を図り、情報の収集に努めております。監査等委員である取締役は取締役会に

出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告

を受け、必要に応じて説明を求めております。常勤の監査等委員である取締役

は経営会議、審査会議等の重要会議に出席し、その会議の内容につき、監査等

委員会に報告しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等

と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けて

おります。

当社の内部通報制度の担当部署は、内部通報制度への連絡・相談の状況につ

いて、定期的に監査等委員会へ報告しております。

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査等委員会と定期的に会合を持ち、意見交換を行っており

ます。

監査等委員会が職務の執行に要した費用を会社に請求した場合、会社が負担

しております。

内部監査室は、年度の内部監査の計画を策定し社長及び監査等委員会の確認

を得ております。

内部監査室は監査等委員会に対して監査結果の報告を行っています。

内部監査室の室長の人事考課については、監査等委員会の同意を得ておりま

す。
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連結株主資本等変動計算書

( 2025年４月１日から
2026年３月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 9,364 7,230 153,617 △785 169,427

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △6,930 △6,930

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
20,632 20,632

自 己 株 式 の 取 得 △3,208 △3,208

自 己 株 式 の 消 却 △3,210 3,210 －

連 結 範 囲 の 変 動 474 474

連結子会社株式の取得による

持 分 の 増 減
32 32

連 結 子 会 社 の 増 資 に よ る

持 分 の 増 減
△2 △2

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － 29 10,965 1 10,996

当 期 末 残 高 9,364 7,260 164,582 △783 180,424

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主

持 分

純 資 産

合 計
そ の 他

有 価 証 券

評価差額金

繰 延 ヘ ッ

ジ 損 益

為 替 換 算

調 整 勘 定

退職給付に係

る調整累計額

そ の 他 の

包 括 利 益

累計額合計

当 期 首 残 高 9,417 310 28,148 850 38,727 8,400 216,555

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △6,930

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る

当 期 純 利 益
20,632

自 己 株 式 の 取 得 △3,208

自 己 株 式 の 消 却 －

連 結 範 囲 の 変 動 474

連結子会社株式の取得による

持 分 の 増 減
32

連 結 子 会 社 の 増 資 に よ る

持 分 の 増 減
△2

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額(純額)
3,194 35 12,312 1,084 16,627 1,759 18,386

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 3,194 35 12,312 1,084 16,627 1,759 29,382

当 期 末 残 高 12,612 346 40,460 1,935 55,354 10,159 245,938

連結株主資本等変動計算書

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

(1) 連結の範囲に関する事項

1)連結子会社の数　　　　　 51社

（主要な連結子会社の名称）

INABATA SINGAPORE(PTE.)LTD.、INABATA THAI CO.,LTD.、INABATA SANGYO(H.K.)LTD.、

SHANGHAI INABATA TRADING CO.,LTD.、TAIWAN INABATA SANGYO CO.,LTD.、INABATA AMERICA CORPORATION、

稲畑ファインテック㈱

前連結会計年度において非連結子会社であった㈱佐藤園及びその子会社であるマルカブ佐藤製茶㈱、並びに

MARUISHI CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.は重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めており

ます。

INABATA UK LIMITEDは清算結了により、連結の範囲から除外しております。

2)主要な非連結子会社の名称

丸石プラス㈱

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

1)持分法適用関連会社の数　　３社

（主要な会社等の名称）

アルバック成膜㈱

2)主要な持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

丸石プラス㈱

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ連結計算書類の当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全

体としても重要性がありませんので、持分法の適用範囲から除外しております。

3)持分法適用手続に関する特記事項

アルバック成膜㈱については、連結決算日現在で実施した正規の決算に準ずる合理的な手続きによって作成され

た計算書類を使用しており、その他の持分法適用会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社については、その

会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

（3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

一部の国の決算期に関する法規制により、SHANGHAI INABATA TRADING CO.,LTD.等の連結子会社７社について

は、連結決算日における仮決算に基づく計算書類により連結しております。

㈱佐藤園及びマルカブ佐藤製茶㈱の連結子会社２社については、その子会社の事業年度に係る計算書類を使用

し、連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
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連結注記表

1)棚卸資産の評価基準及び

評価方法

主として移動平均法及び先入先出法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

市場価格のない株式等以外

のもの

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

3)デリバティブの評価基準及び

評価方法

時価法

有形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間

（５年～10年）に基づく定額法によっております。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。なお、在外連結子会社は、個別判定による回収

不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員退職慰労引当金 一部の連結子会社において役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上しております。

役員株式給付引当金 当社において取締役への当社株式等の給付に備えるため、役員株式給付規程

（内規）に基づく株式給付債務の見込額を計上しております。

（4) 会計方針に関する事項

2)有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

4)固定資産の減価償却の方法

5)引当金の計上基準

6)収益及び費用の計上基準

当社グループは、「情報電子」、「化学品」、「生活産業」及び「合成樹脂」の４つの事業分野において国内及

び海外における商品の販売、各種製品の製造及び販売、サービスの提供等を主な事業としております。

商品又は製品の販売は、顧客に商品又は製品を引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内販売

は、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時

に収益を認識しております。また、輸出販売は、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負

担が顧客に移転した時に収益を認識しております。

なお、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合に

は、顧客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代

理人として手数料相当又は対価の純額を収益として認識しております。
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連結注記表

ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約取引につきましては、振当処理の要件を充たしている場合は振

当処理を行っております。また、金利スワップ取引につきましては、特例処理

の要件を充たしている場合には特例処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：為替予約取引及び金利スワップ取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引及び長期借入金

ヘッジ方針 外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引に係る為替変動リスク及び長期借入金に

係る金利変動リスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用しておりま

す。

ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、当該取引とヘッジ対象となる資産・負債又は予定取

引に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場

変動又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定され

るため、有効性の評価を省略しております。また、金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を充たしているため、有効性の評価を省略しております。

 7)重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社等の資産及び負債は在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及

び非支配株主持分に含めて計上しております。

 8)重要なヘッジ会計の方法

 9)のれんの償却方法及び償却期間

10年以内で均等償却しております。

10)退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る資産及び負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ

き、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。数理計算上の差異は、主として各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した

額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。過去勤務費用は、主としてその発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処理しております。未

認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他

の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。
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連結注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額

(2) 担保に供している資産

43,999百万円

投資有価証券 1,748百万円

売掛金 500百万円

現金及び預金 18百万円

合計 2,266百万円

IKエナジーパートナー北海道合同会社 182百万円

参共化成工業株式会社 110百万円

LioChem e-Materials LLC 79百万円

CLOVER PLASTICS (THAILAND) CO.,LTD. 66百万円

その他３社 94百万円

合計 533百万円

　2)受取手形割引高 22百万円

　3)電子記録債権割引高 247百万円

　4)受取手形裏書譲渡高 115百万円

２．会計上の見積りに関する注記

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

貸倒引当金（流動資産）　△618百万円

貸倒引当金（固定資産）　△6,105百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

貸倒引当金の算出にあたっては、「１．（4）5）引当金の計上基準」に記載の方針に従い、遅延債権の発生状況

や外部の信用情報等の取引先における実態を踏まえて設定された与信区分等に基づき対象債権の回収不能見込額

を合理的に見積っており、適切に計上されているものと判断しております。しかしながら、経済環境の変動等、

予測不能な前提条件の変化に伴い、取引先の信用リスクが当初の見積り時から変動し、貸倒損失の発生や貸倒引

当金の金額が増減する可能性もあります。また、貸倒損失の発生により、貸倒実績率が上昇し、一般債権に係る

貸倒引当金を追加計上する可能性もあります。

今後の見通しとして、世界経済は地域によってばらつきはあるものの、基本的には緩やかな回復が続くとみてい

ますが、中東情勢や金融・為替市場の変動、米国の通商政策の動向による影響等により、不透明な状況が続くと

想定されます。

３．連結貸借対照表に関する注記

上記資産は、取引保証金の代用として差し入れております。

(3) 偶発債務

1)他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し保証を行っております。

上記金額は、当社及び連結子会社の自己負担額を記載しております。
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連結注記表

貸出コミットメントの総額 31,191百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 31,191百万円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 54,714,127株 －株 1,000,000株 53,714,127株

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年５月９日

取締役会(注)１
普 通 株 式 3,551百万円 65.00円 2025年３月31日 2025年５月30日

2025年11月６日

取締役会(注)２
普 通 株 式 3,379百万円 63.00円 2025年９月30日 2025年12月１日

決 議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり配当額 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年５月11日

取 締 役 会 ( 注 )
普 通 株 式 3,486百万円 利益剰余金 65.00円 2026年３月31日 2 0 2 6年６月1日

(4) 当社は、国内及び海外におけるグループ全体の運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行４行と貸

出コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

(注)　発行済株式総数の減少1,000,000株は、取締役会の決議に基づく自己株式の消却によるものであります。

(2) 配当に関する事項

　①配当金支払額

(注)１．2025年５月９日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額3,551百万円については、「株式給付信託

（BBT）」が保有する当社株式に係る配当金16百万円が含まれております。

(注)２．2025年11月６日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額3,379百万円については、「株式給付信託

（BBT）」が保有する当社株式に係る配当金16百万円が含まれております。

　　②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(注)　2026年５月11日開催の取締役会の決議による普通株式の配当金の総額3,486百万円については、「株式給付信託

（BBT）」が保有する当社株式に係る配当金16百万円が含まれております。
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連結注記表

５．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針

当社グループは、各営業部門の事業計画・投融資計画に照らして、必要な資金を銀行からの長・短期の借入金や

社債の発行を中心に調達をしております。一時的な余資は金融商品で運用せず、原則として借入金の返済に充当

しており、将来に亘っても投機的な取引は行わないことを方針としております。

②　金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び電子記録債権、売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。また国外へも

事業を展開しており、そこから生じる外貨建ての営業債権については、信用リスクのみならず、為替の変動リス

クにも晒されております。原則として外貨建て債権に関しては、先物為替予約を利用してヘッジしております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務上の関連性を重視した有価証券保有であり、市場価格の変動リスクに

晒されております。また営業上、一部の取引先企業・関連会社・子会社に対して貸付を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料

等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、債権と同様先物為替予約を利用しヘッジしております。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に営業取引及び設備投資に係

る資金調達であります。また、社債については将来に向けた成長投資資金の確保等を目的として発行しておりま

す。このうち一部の借入金は外貨建てのものであり、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建て貸

付金に見合う借入となっており、原則として金額・通貨・期間などを合わせることによりヘッジしております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権・債務及び外貨建て予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジ

取引を目的とした先物為替予約取引であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制

イ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権及び長・短期の貸付金について、各営業本部において主要な取引先の状

況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収

懸念の早期把握やリスクの軽減を図っております。また必要に応じて与信管理部門と連携し、規程に従い、担保

の取得等の与信のコントロールを行っております。

投資有価証券に関しては、比較的信用度の高い証券であり、信用リスクは僅少であります。

デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付けの高い金融機関

とのみ取引を行っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別に把握された為替の変動リスクに対し

て、原則として先物為替予約を利用して、ヘッジしております。また輸出・輸入に係る予定取引により確実に発

生すると見込まれる、外貨建て営業債権・債務に対する先物為替予約も行っております。

投資有価証券については、定期的に時価及び発行体（取引先企業）の財務状況・経営状況をモニタリングしてお

り、時価に関しては適時に経営者に報告する体制となっております。簿価と時価の差が著しく発生した場合、有

価証券管理規則並びに会計基準に従い減損処理を行っております。デリバティブ取引については、目的・業務方

針・承認方法・経営者への報告義務等を定めた、デリバティブ取引管理規程に沿い運用・管理を行っておりま

す。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、日々の資金の受払いを計測し、資金繰り計画を立てております。適宜資金繰り計画を作成・更新し、無

駄な資金を調達しないよう運用しております。同時に資金決済口座を開設している、各銀行とは円貨・外貨の当
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連結注記表

連結貸借対照表計上額 時価 差額

①　投資有価証券

その他有価証券 26,522 26,522 －

②　長期貸付金 2,546

　　貸倒引当金(*1) △1,007

1,539 1,427 △111

③　長期借入金(*2) 30,351 28,787 1,563

④　社債 25,000 23,790 1,209

⑤　デリバティブ取引(*3)

(1)ヘッジ会計が適用されていないもの 18 18 －

(2)ヘッジ会計が適用されているもの 557 557 －

座貸越契約を締結して、流動性リスクを管理しております。また現在貸出コミットメント契約を締結しており、

当社を取り巻く流動性リスクの環境の変化についても管理をしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。市場価

格のない株式等（連結貸借対照表計上額16,097百万円）は、「その他有価証券」には含めておりません。なお、市

場価格のない株式等には、連結貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合等への出資（連結貸借対照表計上額

500百万円）が含まれており、時価開示の対象とはしておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受

取手形、売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近

似することから、注記を省略しております。

（単位：百万円）

（*1）長期貸付金に対して個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（*2）長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金2,609百万円を含んでおります。

（*3）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目に

ついては(　)で示しております。

（3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価

の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

（ 16 ）
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連結注記表

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券

株式 26,522 － － 26,522

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用され

ていないもの
－ 18 － 18

ヘッジ会計が適用されて

いるもの
－ 557 － 557

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期貸付金 － 1,427 － 1,427

長期借入金 － － 28,787 28,787

社債 － － 23,790 23,790

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を

レベル１の時価に分類しております。

長期貸付金

長期貸付金の時価は、一定の期間ごとに分類し、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシ

ュ・フローと国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率を基に割引現在価値法により算

定しており、レベル２の時価に分類しております。また、時価の算定に際し、長期貸付金に個別に計上して

いる貸倒引当金を控除しております。なお、グループ会社への長期貸付金のうち、返済期限を設けていない

ものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるた

め、帳簿価額を時価としております。この時価は、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率を基に、割引現在

価値法により算定しており、レベル３の時価に分類しております。

社債

社債の時価は、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率を基に、割引現在価値法

により算定しており、レベル３の時価に分類しております。

デリバティブ取引

為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分

類しております。
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2026/05/18 20:43:58 / 25302258_稲畑産業株式会社_招集通知

連結注記表

(1) １株当たり純資産額 4,416円83銭

(2) １株当たり当期純利益 384円84銭

６．収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループは、「情報電子」、「化学品」、「生活産業」及び「合成樹脂」の４つの事業分野において国内及び海外

における商品の販売、各種製品の製造及び販売、サービスの提供等を主な事業としております。

各事業の売上高は「情報電子」事業が239,336百万円、「化学品」事業が125,137百万円、「生活産業」事業が60,115百

万円、「合成樹脂」事業が407,974百万円であります。

また、上記報告セグメントに含まれないその他事業は主に不動産賃貸業に係る収入であり、売上高は181百万円であり

ます。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記」の「(4)会計方針に関する事項 6)収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。

７．１株当たり情報に関する注記

(注)　１株当たり純資産額の算定上、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株式を「普通株式の期末発行済株式総

数」の計算において控除する自己株式数に含めております。また、１株当たり当期純利益の算定上、当該信託が

保有する当社株式を「普通株式の期中平均株式数」の計算において控除する自己株式数に含めております。

１株当たり純資産額の算定上、控除した当該自己株式数は、当連結会計年度末において254,500株であります。

また、１株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、当連結会計年度において

254,500株であります。

８．その他の注記

（取締役に対する業績連動型株式報酬制度）

当社は、当社取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。）の報酬と当社の業績

及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落リスクも株主の

皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締

役に対する業績連動型株式報酬制度として「株式給付信託（BBT）」を導入しております。

(1）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役

員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給付される業

績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となり

ます。

(2）信託に残存する当社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式として

計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末537百万円、254,500株であります。
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貸借対照表

（2026年3月31日現在）
（単位：百万円）

科　目 金　額 科　目 金　額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 入 金

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

の れ ん

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

前 払 年 金 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

154,680

5,040

718

19,105

90,350

28,358

2,972

353

4,469

3,222

267

△180

111,343

10,079

7,418

67

364

876

1,075

276

9,200

56

1,931

7,194

18

92,063

21,904

54,100

500

2,055

216

2,184

31

162

10,183

1,397

△674
　

流 動 負 債 106,206

電 子 記 録 債 務 6,189

買 掛 金 67,464

短 期 借 入 金 19,589

1年内返済予定の長期借入金 2,609

未 払 金 3,439

未 払 費 用 386

未 払 法 人 税 等 1,973

前 受 金 2,399

預 り 金 724

前 受 収 益 16

賞 与 引 当 金 1,235

そ の 他 178

固 定 負 債 60,976

社 債 25,000

長 期 借 入 金 27,726

長 期 未 払 金 40

繰 延 税 金 負 債 6,159

長 期 預 り 金 1,246

退 職 給 付 引 当 金 394

役 員 株 式 給 付 引 当 金 287

そ の 他 122

負 債 合 計 167,182

（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 88,539

資 本 金 9,364

資 本 剰 余 金 7,708

資 本 準 備 金 7,708

利 益 剰 余 金 72,250

利 益 準 備 金 1,066

そ の 他 利 益 剰 余 金 71,183

別 途 積 立 金 59,140

特 定 株 式 取 得 積 立 金 150

繰 越 利 益 剰 余 金 11,893

自 己 株 式 △783

評 価 ・ 換 算 差 額 等 10,301

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 9,989

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 311

純 資 産 合 計 98,841

資 産 合 計 266,023 負 債 純 資 産 合 計 266,023

貸　借　対　照　表

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

（ 2025年４月１日から
2026年３月31日まで ）

（単位：百万円）

科　目 金　額

売 上 高 354,751

売 上 原 価 326,679

売 上 総 利 益 28,071

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 21,025

営 業 利 益 7,046

営 業 外 収 益

受 取 利 息 146

受 取 配 当 金 6,415

為 替 差 益 85

賃 貸 収 入 469

雑 収 入 982 8,100

営 業 外 費 用

支 払 利 息 899

賃 貸 収 入 原 価 466

雑 損 失 223 1,589

経 常 利 益 13,556

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2,214 2,214

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 143 143

税 引 前 当 期 純 利 益 15,627

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 3,353

法 人 税 等 調 整 額 157 3,511

当 期 純 利 益 12,116

損　益　計　算　書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2025年４月１日から
2026年３月31日まで )

（単位：百万円）

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金
資本剰余金

合 計
利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利益剰余金

合 計
固 定 資 産

圧縮積立金

別 途

積 立 金

特 定 株 式

取得積立金

繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 9,364 7,708 7,708 1,066 0 59,140 150 9,918 70,275

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 0 －

剰 余 金 の 配 当 △6,930 △6,930

当 期 純 利 益 12,116 12,116

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 消 却 △3,210 △3,210

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － － △0 － － 1,975 1,974

当 期 末 残 高 9,364 7,708 7,708 1,066 － 59,140 150 11,893 72,250

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式

株 主 資 本

合 計

その他有価証券

評 価 差 額 金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

合 計

当 期 首 残 高 △785 86,562 5,779 326 6,106 92,669

事 業 年 度 中 の 変 動 額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △6,930 △6,930

当 期 純 利 益 12,116 12,116

自 己 株 式 の 取 得 △3,208 △3,208 △3,208

自 己 株 式 の 消 却 3,210 － －

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
4,210 △15 4,195 4,195

事業年度中の変動額合計 1 1,976 4,210 △15 4,195 6,171

当 期 末 残 高 △783 88,539 9,989 311 10,301 98,841

株主資本等変動計算書

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

その他有価証券

市場価格のない株式等以外

のもの

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定）

移動平均法による原価法

(3) デリバティブの評価基準及び

評価方法

時価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）

無形固定資産

（リース資産を除く）

リース資産

定額法によっております。

なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間で

均等償却する方法を採用しております。

定額法によっております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５

年～10年）に基づく定額法によっております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5) 引当金の計上基準

貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により､

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（14年）による定額法により費用処理しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に

帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

役員株式給付引当金 取締役への当社株式等の給付に備えるため、役員株式給付規程（内規）に基づく

株式給付債務の見込額を計上しております。

債務保証損失引当金 債務保証に係る損失に備えるため、保証先の財政状態等を個別に勘案し、損失負

担見込額を計上しております。

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
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個別注記表

ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約取引につきましては、振当処理の要件を充たしている場合は振当

処理を行っております。また、金利スワップ取引につきましては、特例処理の要

件を充たしている場合には特例処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段：為替予約取引及び金利スワップ取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引及び長期借入金

ヘッジ方針 外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引に係る為替変動リスク及び長期借入金に係

る金利変動リスクをヘッジするためにデリバティブ取引を利用しております。

ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引については、当該取引とヘッジ対象となる資産・負債又は予定取引

に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動

又はキャッシュ・フロー変動を相殺するものであることが事前に想定されるた

め、有効性の評価を省略しております。また、金利スワップ取引については、特

例処理の要件を充たしているため、有効性の評価を省略しております。

(6) 収益及び費用の計上基準

当社は、「情報電子」、「化学品」、「生活産業」及び「合成樹脂」の４つの事業分野において国内及び海外におけ

る商品又は製品の販売、サービスの提供等を主な事業としております。

商品又は製品の販売は、顧客に商品又は製品を引き渡した時点で収益を認識しております。ただし、国内販売は、出

荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認

識しております。また、輸出販売は、主にインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転

した時に収益を認識しております。

なお、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、顧

客に移転する財又はサービスを支配しておらず、これらを手配するサービスのみを提供しているため、代理人として

手数料相当又は対価の純額を収益として認識しております。

(7) ヘッジ会計の方法

２．会計上の見積りに関する注記

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

貸倒引当金（流動資産）　△180百万円

貸倒引当金（固定資産）　△674百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

貸倒引当金の算出にあたっては、「１．(5)引当金の計上基準」に記載の方針に従い、遅延債権の発生状況や外部の信

用情報等の取引先における実態を踏まえて設定された与信区分等に基づき対象債権の回収不能見込額を合理的に見積っ

ており、適切に計上されているものと判断しております。しかしながら、経済環境の変動等、予測不能な前提条件の変

化に伴い、取引先の信用リスクが当初の見積り時から変動し、貸倒損失の発生や貸倒引当金の金額が増減する可能性も

あります。また、貸倒損失の発生により、貸倒実績率が上昇し、一般債権に係る貸倒引当金を追加計上する可能性もあ

ります。

今後の見通しとして、世界経済は地域によってばらつきはあるものの、基本的には緩やかな回復が続くとみています

が、中東情勢や金融・為替市場の変動、米国の通商政策の動向による影響等により、不透明な状況が続くと想定されま

す。
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個別注記表

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,550百万円

(2) 担保に供している資産

投資有価証券 103百万円

   丸石化学品株式会社

   INABATA EUROPE GmbH

1,529百万円

1,004百万円

   INABATA INDUSTRY & TRADE (DALIAN F.T.Z.) CO., LTD.

   INABATA SINGAPORE（PTE.) LTD.

790百万円

460百万円

   INABATA MEXICO, S.A. de C.V. 439百万円

   INABATA PHILIPPINES, INC. 405百万円

   INABATA FRANCE S.A.S.

   IK PLASTIC COMPOUND MEXICO, S.A. de C.V.

403百万円

391百万円

   その他12社 960百万円

  合計 6,387百万円

上記金額は、当社の自己負担額を記載しております。

2)受取手形割引高 13百万円

   短期金銭債権 24,152百万円

   長期金銭債権 145百万円

   短期金銭債務 11,788百万円

   長期金銭債務 4百万円

貸出コミットメントの総額 31,191百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 31,191百万円

売上高 90,500百万円

仕入高 24,199百万円

営業取引以外の取引高 7,724百万円

３．貸借対照表に関する注記

上記資産は、取引保証金の代用として差し入れております。

(3) 偶発債務

1)他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し保証を行っております。

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

(5) 当社は、国内及び海外におけるグループ全体の運転資金の機動的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行４行と貸出

コミットメント契約を締結しております。

当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引
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個別注記表

株 式 の 種 類 当 期 首 株 式 数 増 加 株 式 数 減 少 株 式 数 当 期 末 株 式 数

普 通 株 式 330,404株 1,001,810株 1,000,000株 332,214株

　 貸倒引当金 261百万円

　 関係会社株式評価損 3,736百万円

　 投資有価証券評価損 445百万円

　 賞与引当金 389百万円

　 その他 973百万円

　 繰延税金資産小計 5,806百万円

　 評価性引当額 △4,662百万円

　 繰延税金資産合計 1,144百万円

　 その他有価証券評価差額金 △4,554百万円

　 退職給付引当金 △1,924百万円

　 退職給付信託設定益 △681百万円

　 その他 △143百万円

　 繰延税金負債合計 △7,303百万円

　 繰延税金負債の純額 △6,159百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記

　　自己株式に関する事項

(注)１．当期末普通株式の自己株式には、「株式給付信託（BBT）」の所有する当社株式254,500株が含まれております。

２．普通株式の自己株式の増加1,001,810株は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得による増加1,000,000株、譲

渡制限付株式の無償取得による増加1,800株、単元未満株式の買取りによる増加10株であります。

３．普通株式の自己株式の減少1,000,000株は、取締役会の決議に基づく自己株式の消却による減少1,000,000株であ

ります。

６．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

（繰延税金負債）
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個別注記表

種 類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有 )割合

関連当事者

と の 関 係
取 引 の 内 容

取引金額

(注)
科 目

期末残高

(注)

主 要 株 主

（ 法 人 ）
住友化学株式会社

被所有

直接10.5%

同社製品の

購入

当社商品の

販売

製 品 の 購 入 19,988 買 掛 金 6,458

商 品 の 販 売 6,781 売 掛 金 2,256

種 類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有 )割合

関連当事者

と の 関 係
取引の内容

取引金額

(注)
科 目

期末残高

(注)

子会社
SHANGHAI INABATA TRADING 

CO.,LTD.

所有

間接100.0%
商品の販売 商品の販売 15,788 売 掛 金 4,599

種 類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有 )割合

関連当事者

と の 関 係
取引の内容

取引金額

(注)
科 目

期末残高

(注)

主要株主（法

人）が議決権の

過半数を所有し

て い る 会 社

 SUMIKA TECHNOLOGY CO.,LTD.
所有

直接15.0%
商品の販売 商品の販売 6,292 売 掛 金 3,216

(1)１株当たり純資産額 1,851円58銭

(2)１株当たり当期純利益 226円00銭

７．関連当事者との取引に関する注記

(1)親会社及び法人主要株主等

（単位：百万円）

(注)　価格その他の取引条件については、個別に交渉の上一般取引を勘案して決定しております。

(2)子会社及び関連会社等

（単位：百万円）

(注)　価格その他の取引条件については、個別に交渉の上一般取引を勘案して決定しております。

(3)兄弟会社等

（単位：百万円）

(注)　価格その他の取引条件については、個別に交渉の上一般取引を勘案して決定しております。

８．収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

連結注記表の「６.収益認識に関する注記」に記載のとおりであります。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(6) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

９．１株当たり情報に関する注記

（注)　連結注記表の「７.１株当たり情報に関する注記」に記載のとおり、「株式給付信託（BBT）」が保有する当社株

式を当該注記の算定において控除する自己株式に含めております。
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個別注記表

10．その他の注記

　（取締役に対する業績連動型株式報酬制度）

取締役（監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く。）に信託を通じて自社の株式を交付す

る取引に関する注記については、連結注記表の「８.その他の注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略

しております。
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計算書類に係る会計監査報告

大 阪 事 務 所
指定有限責任社員
業務執行社員

公 認 会 計 士 河 野 　 匡 伸
指定有限責任社員
業務執行社員

公 認 会 計 士 西 　 芳 範

独立監査人の監査報告書
2026年５月８日

稲畑産業株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　
監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、稲畑産業株式会社の2025年４月１日から2026年３月

31日までの第165期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記

表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従っ

て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表

明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示す

ることにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の

職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他

の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記

載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を

報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類

等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手

続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性

及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかど

うか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等

の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計

算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手

した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じてい

る場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について

報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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